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 　教育長職務代理者　　　都橋　俊明 

 　教 育 委 員　　　須田　公恵  
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 　教 育 総 務 課 長　　　　西島　薫 

 　学 校 教 育 課 長　　　　金子　芳之 

   生 涯 学 習 課 長　　　　照井　智子 

説 明 の た め 　ス ポ ー ツ 課 長        関口　俊也 

出 席 し た 者   文化財保護課長　　　　太田　国男 

　図 書 館 長　　　　中澤　晃 

　中 央 公 民 館 長　　　　須田　佳匡 

　伊香保公民館長　　　　山田　健司 

　子 持 公 民 館 長　　　　中島　政普 

　赤 城 公 民 館 長　　　　木暮　美由紀 

  北 橘 公 民 館 長　　　　仲澤　隆 

  こども支援課長　　　　野中　文子 

　美　術　館　長        山賀　真奈美

 　１　会議録署名委員の指名 

会議に付した 　２　渋川市教育委員会に対する渋川市社会教育委員会議

議 件 　　　提言書の提出について 

　３　前回会議録の承認について 

　４　教育長報告 

　５　会議に付議すべき事件 

報告第３号　和解及び損害賠償の額を定めることについ



 て

 議案第９号　渋川市文化財調査委員の委嘱について

議案第10号　渋川市教育委員会教育長に対する事務委任

 規則等の一部を改正する規則について

議案第11号　渋川市立幼稚園管理規則の一部を改正する

 規則を改正する規則について　　　　　　

議案第12号　渋川市立幼稚園型認定こども園管理運営規

 則の一部を改正する規則について　　　　

議案第13号　渋川市スポーツ推進委員に関する規則の制

 定について

議案第14号　渋川市体育施設施行規則の制定について 

議案第15号　渋川市立学校体育施設の開放に関する規則

 の一部を改正する規則について

 議案第16号　令和８年度渋川市教育行政方針について

議案第17号　渋川市立学校の教職員に関する業務量管理

 ・健康確保指導実施計画について

 議案第18号　渋川市教育委員会委員の辞職について

報告第４号　渋川市教育委員会職員の人事について 

　議案第19号　渋川市渋川公民館長の任命について 

　議案第20号　渋川市渋川西部公民館長の任命について 

　議案第21号　渋川市金島公民館長の任命について 

　議案第22号　渋川市古巻公民館長の任命について 

　議案第23号　渋川市豊秋公民館長の任命について 

　議案第24号　渋川市徳冨蘆花記念文学館長の任命につい

　　　　　　　て 

　議案第25号　渋川市学校運営協議会規則の一部を改正す

　　　　　　　る規則について 

　 

閉　会　　　　　　　　　　　　午後３時３０分

 日程第１　開会宣言 

教育長 　ただいまから３月定例教育委員会を開会いたします。 

 　本日の出席者は３人で、会議は成立しました。 

　本日の会議は、会議日程により進めます。

 日程第２　会議録署名委員の指名について 

 　渋川市教育委員会会議規則第１４条第３項の規定により、



教育長及び須田委員を指名します。

 日程第３　渋川市教育委員会に対する渋川市社会教育委員

 会議提言書の提出について、渋川市社会教育委員会議から

 「公民館と行政センターの統合に向けた『社会教育のあり

 方』について」提言をいただくことになりました。須田議

 長よろしくお願いします。 

  

   ※須田議長提言書説明 

  

   （須田議長退室）  

  

教育長 日程第４　　前回会議録の承認について 

　前回会議録の承認についてを議題といたします。記載の

とおり承認することに異議ございませんか。

　（異議なしの声）

教育長 　異議なしと認めます。よって、前回会議録は承認されま

した。

 日程第５　　教育長報告 

 　※　次の事項について内容を説明した。 

 ２月２１日　　渋川市合併２０周年記念式典

 ３月１３日　　中学校卒業式

 ３月１４日　　蜂巣文香オープニングレセプション

 ３月２２日　　新古巻公民館式典

 ３月２４日　　小学校卒業式

３月２７日　　卒園式

 日程第６　　会議に付議すべき事件 

教育長 　議事に入ります。 

 　報告第３号　和解及び損害賠償の額を定めることについ

てを議題といたします。提案理由及び説明を求めます。

教育総務課長 　※　報告第３号の内容を説明する。



教育長 　事務局の説明が終わりました。これより質疑に入ります。 

  　質疑はございませんか。

  

 　以上で報告第３号を終わります。 

 　 

教育長 　議案第９号　渋川市文化財調査委員の委嘱についてを議

題といたします。提案理由及び説明を求めます。

文化財保護課長 　※　議案第９号の内容を説明する。

教育長 　ただいま事務局から説明がありました。これより質疑に

入ります。質疑はございませんか。

　ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。

　それでは議案第９号の採決を行います。おはかりいたし

ます、原案のとおり決することにご異議ございませんでし

ょうか。

　（異議なしの声）   　

教育長 　異議なしと認めます。よって議案第９号は原案のとおり

  可決されました。

 　以上で議案第９号を終わりにいたします。 

 　 

 　議案第１０号　渋川市教育委員会教育長に対する事務委

任規則等の一部を改正する規則についてを議題といたしま

す。提案理由及び説明を求めます。

教育総務課長 　※　議案第１０号の内容を説明する。

教育長 　ただいま事務局から説明がありました。これより質疑に

入ります。質疑はございませんか。

　ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。

　それでは議案第１０号の採決を行います。おはかりいた



します、原案のとおり決することにご異議ございませんで

しょうか。

　（異議なしの声）   　

教育長 　異議なしと認めます。よって議案第１０号は原案のとお

  り可決されました。

 　以上で議案第１０号を終わりにいたします。 

 　 

 　議案第１１号　渋川市立幼稚園管理規則の一部を改正す

る規則についてを議題といたします。提案理由及び説明を

求めます。

学校教育課長 　※　議案第１１号の内容を説明する。

教育長 　ただいま事務局から説明がありました。これより質疑に

入ります。質疑はございませんか。

　ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。

　それでは議案第１１号の採決を行います。おはかりいた

します、原案のとおり決することにご異議ございませんで

しょうか。

　（異議なしの声）   　

教育長 　異議なしと認めます。よって議案第１１号は原案のとお

  り可決されました。

 　以上で議案第１１号を終わりにいたします。 

 　 

 　議案第１２号　渋川市立幼稚園型認定こども園管理運営

規則の一部を改正する規則についてを議題といたします。

提案理由及び説明を求めます。

学校教育課長 　※　議案第１２号の内容を説明する。

教育長 　ただいま事務局から説明がありました。これより質疑に



入ります。質疑はございませんか。

　ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。

　それでは議案第１２号の採決を行います。おはかりいた

します、原案のとおり決することにご異議ございませんで

しょうか。

　（異議なしの声）   　

教育長 　異議なしと認めます。よって議案第１２号は原案のとお

  り可決されました。

 　以上で議案第１２号を終わりにいたします。 

  

 　議案第１３号　渋川市スポーツ推進委員に関する規則の

制定についてを議題といたします。提案理由及び説明を求

めます。

スポーツ課長 　※　議案第１３号の内容を説明する。

教育長 　ただいま事務局から説明がありました。これより質疑に

入ります。質疑はございませんか。

　ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。

　それでは議案第１３号の採決を行います。おはかりいた

します、原案のとおり決することにご異議ございませんで

しょうか。

　（異議なしの声）   　

教育長 　異議なしと認めます。よって議案第１３号は原案のとお

  り可決されました。

 　以上で議案第１３号を終わりにいたします。 

 　 

　議案第１４号　渋川市体育施設施行規則の制定について

を議題といたします。提案理由及び説明を求めます。



スポーツ課長 　※　議案第１４号の内容を説明する。

教育長 　ただいま事務局から説明がありました。これより質疑に

入ります。質疑はございませんか。

　ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。

　それでは議案第１４号の採決を行います。おはかりいた

します、原案のとおり決することにご異議ございませんで

しょうか。

　（異議なしの声）   　

教育長 　異議なしと認めます。よって議案第１４号は原案のとお

  り可決されました。

 　以上で議案第１４号を終わりにいたします。 

 　 

 　議案第１５号　渋川市立学校体育施設の開放に関する規

則の制定についてを議題といたします。提案理由及び説明

を求めます。

スポーツ課長 　※　議案第１５号の内容を説明する。

教育長 　ただいま事務局から説明がありました。これより質疑に

入ります。質疑はございませんか。

　ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。

　それでは議案第１５号の採決を行います。おはかりいた

します、原案のとおり決することにご異議ございませんで

しょうか。

　（異議なしの声）   　

教育長 　異議なしと認めます。よって議案第１５号は原案のとお

  り可決されました。



 　以上で議案第１５号を終わりにいたします。 

 　 

　議案第１６号　令和８年度渋川市教育行政方針について

を議題といたします。提案理由及び説明を求めます。

教育総務課長 　説明の前に訂正がございますのでスポーツ課長からお願い 

  します。

  

 スポーツ課長   訂正箇所が７３ページの「５　スポーツによる交流機会

 の創出」のところでリード文がございませんでしたので今

 回リード文を付け加えさせていただきます。 「大規模スポ

 ーツ大会、イベント、合宿等の誘致や国民スポーツ大会の

 開催を通じて、スポーツによる交流機会を創出します。」

  こちらを加えさせていただきます。

  

教育長   リード文を加えるということで改めてお願いを致します。 

  

 教育総務課長 ※　議案第１６号の内容を説明する。

教育長 　ただいま事務局から説明がありました。これより質疑に

入ります。質疑はございませんか。

　ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。

　それでは議案第１６号の採決を行います。おはかりいた

します、原案のとおり決することにご異議ございませんで

しょうか。

　（異議なしの声）   　

教育長 　異議なしと認めます。よって議案第１６号は原案のとお

  り可決されました。

 　以上で議案第１６号を終わりにいたします。 

 　 

 　議案第１７号　渋川市立学校の教職員に関する業務量管

理・健康確保指導実施計画についてを議題といたします。

提案理由及び説明を求めます。



学校教育課長 　※　議案第１７号の内容を説明する。

教育長 　ただいま事務局から説明がありました。これより質疑に

入ります。質疑はございませんか。

都橋議員 　中間管理というのは、例えば一年単位でいうと４月から

 始まり、３月末で集計を取りましたということでは無くて、

 例えば期間の中で１回でも２回でも途中で管理が出来る場

 面を作り、「中間管理」ということに取り組んでいくこと

 でこそ統制という事に近づくのではと思いました。これに

  ついての進め方はどうですか。

    

 学校教育課長   各月の月末に実際に先生方がどのような勤務状況であっ

 たのかパソコン等で実態を把握して教育委員会にも報告を

  しています。

   その中で、４５時間を上回っている職員が何パーセント

 位いるのか、また８０時間を上回る職員が何パーセント位

 いるのかということを把握しつつ、またその実態に応じて

 各学校がそれぞれ適正な形で働き方改革を進められるよう、

  対策をするものです。

  

都橋議員   単純に時間的な管理だけでなく、中身だとかもあります

 ので一概に時間で解決出来る問題でも無いです。良い方向

 に向かって取り組んでもらえればと思います。 

  

 教育長   学校では、例えば月の積み上げた時間外勤務が途中で、

  あなたは何時間超勤がありますと確認出来ますか。

  

 学校教育課長   現状、ご自身でも実際に積み上げている時間がどのくら

  いなのか把握出来る状況になっています。

   また、学校の方はまとめて誰が何時間勤務しているか確

  認出来るシステムになっています。

  

 教育長 　期間の最後まで集計しないで結果こうだったというのは

 次の年には効果がありますが、やはり中間で確認をしたり

  指導したりする必要があると思いました。



 　また、多くの方は学校でこういう事が始まるんだなとい

 う事を初めて耳にすると思いますが、全国一斉にこれがス

 タートして、まず群馬県で基本計画を作り、それを各市町

 村がそれに基づいた実施計画を作るという方針が急遽、昨

 年度の後半に飛び込んで来ました。非常に忙しい中でこの

  実施計画策定になりました。

   現状、教職員が学校現場の中で、「疲弊している」そし

て体調を崩して勤務が出来ない状況、つまり「病休」に入

ってしまう。しかも心身の疾病等によることも新聞等に挙

げられています。やはり元気で子供達の前に立てなければ

 充分な指導は難しいです。

　だから国も県も是非、業務の管理の中で心身の健康を保

った状態で子供達の前に立って欲しいという強い願いがあ

るんだと理解しています。

　それでは議案第１７号の採決を行います。おはかりいた

します、原案のとおり決することにご異議ございませんで

しょうか。

　（異議なしの声）   　

教育長 　異議なしと認めます。よって議案第１７号は原案のとお

  り可決されました。

 　以上で議案第１７号を終わりにいたします。 

 　 

 　議案第１８号　渋川市教育委員会教育委員の辞職につい

てを議題といたします。提案理由及び説明を求めます。

教育総務課長 　※　議案第１８号の内容を説明する。

教育長 　ただいま事務局から説明がありました。これより質疑に

入ります。質疑はございませんか。

　ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。

　それでは議案第１８号の採決を行います。おはかりいた

します、原案のとおり決することにご異議ございませんで



しょうか。

　（異議なしの声）   　

教育長 　異議なしと認めます。よって議案第１８号は原案のとお

  り可決されました。

 　以上で議案第１８号を終わりにいたします。 

 　 

 　日程が追加されています。 

　報告第４号　渋川市教育委員会職員の人事についてを議

題といたします。提案理由及び説明を求めます。

教育総務課長 　※　報告第４号の内容を説明する。

教育長 　ただいま事務局から説明がありました。これより質疑に

入ります。質疑はございませんか。

　ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

　これは報告ですので以上で終わりにします。

教育長 　議案第１９号　渋川市渋川公民館長の任命についてを議

題といたします。提案理由及び説明を求めます。

中央公民館長 　※　議案第１９号の内容を説明する。

教育長 　ただいま事務局から説明がありました。これより質疑に

入ります。質疑はございませんか。

　ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

　それでは議案第１９号の採決を行います。おはかりいた

します、原案のとおり決することにご異議ございませんで

しょうか。

　（異議なしの声）   　

教育長 　異議なしと認めます。よって議案第１９号は原案のとお

  り可決されました。



　以上で議案第１９号を終わりにいたします。

　議案第２０号　渋川市渋川西部公民館長の任命について

を議題といたします。提案理由及び説明を求めます。

中央公民館長 　※　議案第２０号の内容を説明する。

教育長 　ただいま事務局から説明がありました。これより質疑に

入ります。質疑はございませんか。

　ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

　それでは議案第２０号の採決を行います。おはかりいた

します、原案のとおり決することにご異議ございませんで

しょうか。

　（異議なしの声）   　

教育長 　異議なしと認めます。よって議案第２０号は原案のとお

  り可決されました。

 　以上で議案第２０号を終わりにいたします。 

  

　議案第２１号　渋川市金島公民館長の任命についてを議

題といたします。提案理由及び説明を求めます。

中央公民館長 　※　議案第２１号の内容を説明する。

教育長 　ただいま事務局から説明がありました。これより質疑に

入ります。質疑はございませんか。

　ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

　それでは議案第２１号の採決を行います。おはかりいた

します、原案のとおり決することにご異議ございませんで

しょうか。

　（異議なしの声）   　

教育長 　異議なしと認めます。よって議案第２１号は原案のとお



  り可決されました。

 　以上で議案第２１号を終わりにいたします。 

 　 

教育長 　議案第２２号　渋川市古巻公民館長の任命についてを議

題といたします。提案理由及び説明を求めます。

中央公民館長 　※　議案第２２号の内容を説明する。

教育長 　ただいま事務局から説明がありました。これより質疑に

入ります。質疑はございませんか。

　ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

　それでは議案第２２号の採決を行います。おはかりいた

します、原案のとおり決することにご異議ございませんで

しょうか。

　（異議なしの声）   　

教育長 　異議なしと認めます。よって議案第２２号は原案のとお

  り可決されました。

 　以上で議案第２２号を終わりにいたします。 

 　 

　議案第２３号　渋川市豊秋公民館長の任命についてを議

題といたします。提案理由及び説明を求めます。

中央公民館長 　※　議案第２３号の内容を説明する。

教育長 　ただいま事務局から説明がありました。これより質疑に

入ります。質疑はございませんか。

　ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

　それでは議案第２３号の採決を行います。おはかりいた

します、原案のとおり決することにご異議ございませんで

しょうか。

　（異議なしの声）   　



教育長 　異議なしと認めます。よって議案第２３号は原案のとお

  り可決されました。

 　以上で議案第２３号を終わりにいたします。 

  

　議案第２４号　渋川市徳冨蘆花記念文学館長の任命につ

いてを議題といたします。提案理由及び説明を求めます。

伊香保公民館長 　※　議案第２４号の内容を説明する。

教育長 　ただいま事務局から説明がありました。これより質疑に

入ります。質疑はございませんか。

　ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

　それでは議案第２４号の採決を行います。おはかりいた

します、原案のとおり決することにご異議ございませんで

しょうか。

　（異議なしの声）   　

教育長 　異議なしと認めます。よって議案第２４号は原案のとお

  り可決されました。

 　以上で議案第２４号を終わりにいたします。 

  

 　議案第２５号　渋川市学校運営協議会規則の一部を改正

する規則についてを議題といたします。提案理由及び説明

を求めます。

学校教育課長 　※　議案第２５号の内容を説明する。

教育長 　ただいま事務局から説明がありました。これより質疑に

入ります。質疑はございませんか。

　ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。

　それでは議案第２５号の採決を行います。おはかりいた

します、原案のとおり決することにご異議ございませんで

しょうか。



　（異議なしの声）   　

教育長 　異議なしと認めます。よって議案第２５号は原案のとお

  り可決されました。

　以上で議案第２５号を終わりにいたします。

 　本日予定していた議案の審議はすべて終了しました。　

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　午後３時３０分

 

 

署　名 

 

 

 

 

 

　　　　　　　　　　書　記 


